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重要事項説明書 

                               令和 ６年 ６月 １日  

 

１ 施設の概要 

事業所名称  介護老人保健施設 町田さくらんぼ  

（介護予防）通所リハビリテーション 

管理者   施設長 三浦 英一朗 

開設年月日  平成６年１１月２２日  

介護保険指定番号 介護老人保健施設（１３５７０８０１４６号） 

 所在地   東京都町田市小野路町１６３２番地 

 電話番号  ０４２－７３４－９５００ 

 ＦＡＸ番号  ０４２－７３４－３５１８ 

 

２ 事業の目的及び運営方針 

（１）事業の目的 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は、要介護状態（介護予防通所リハ

ビリテーションにあっては要支援状態）と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対

し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）

計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とします。 

（２）運営方針 

当施設では、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づいて、理学

療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持

回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在

宅ケアの支援に努めます。 

２ 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、

原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 

３ 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者

に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとします。 

４ 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者（介護予防支援

事業者）、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が

地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 

５ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことが

できるようサービス提供に努めます。 

６ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項に

ついて、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。 

７ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が

得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に

行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を

得ることとする。 

８ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の提供にあたっては、介護保険法第

118 条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行う

よう努めるものとする。 
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３ 施設の概要 

 構造  ＲＣ造 地下２階地上４階建 

 延べ床面積 ３,５８９㎡（全体７,０６１㎡） 

 利用定員 療養入所 １２０名 

   通所リハ       ４０名 

  

療養室   種類 室数     面積 

    ２人部屋 ３０ １６.２～１６.６㎡（内法） 

  ４人部屋 １５ ３３．２～３３．９㎡（内法） 

 食堂 Ｂ１階  ５４.６㎡（内法） 

  ３階 １２１.８㎡（内法） 

４階 １２１.８㎡（内法） 

 機能訓練室 １４６.４㎡（内法） 

    移動式歩行補助平行棒、重錘バンド、訓練用腰掛け、 

    歩行練習用階段、姿勢矯正用鏡、エアロバイク 

 浴室   ６２.４㎡  

 談話室 ３Ｆ  ３０.５㎡（内法） 

  ４Ｆ  ３０.５㎡（内法） 

 レクリエーションルーム 

  Ｂ１  ８０.７㎡（内法） 

  ４Ｆ  １９.９㎡（内法） 

 洗面所 各便所内に設置（各療養室内） 

    洗面化粧台、給湯設備 

 便所 各療養室内に設置 

３Ｆ  ６２.２㎡ 

  ４Ｆ  ５９.６㎡ 

    手すり、ナースコール 

 

４ 職員体制 

（１）  管理者                            1 人 

   管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。 

利用者へのサービス提供の場で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び 業務の管理を一

元的に行う。 

（２）  医師                            １人 

   医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

（３） 薬剤師                            ０．４人以上 
   薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、事業所で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬

指導を行う。 

（４） 介護職員・理学療法士・作業療法士    ２人以上 
   介護職員は、利用者の通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づく介護

を行う。また利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指

導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。 

   理学療法士・作業療法士は医師と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリ

テーションの実施に際し指導を行う。 
（５） 支援相談員             １人以上 

     支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、

指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。 

（６）  管理栄養士                        １人 

   管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。 
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（７）  送迎用運転手            ２人 

   

 送迎用運転手は、利用者の通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）利用時の送迎車を

運転する。 

（８） 事務職員              １人 

   事務職員は介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行う。 

 
５ 営業日及び営業時間 

   通所の営業日及び営業時間以下のとおりとする。 

（１） 毎週月曜日から金曜日までの５日間を営業日とする。 

（２） 営業日の午前９時５５分から午後４時までを営業時間とする。 

 

 

６ 利用定員 

通所ハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の利用定員数は、４０人とする。 

 

７ 通常の事業の実施地域 
通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。 
町田市､多摩市 

 

８ 施設サービスの内容と費用 

（１）提供するサービスの内容について 
サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

通所リハビリテーション 
計画の作成 

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス

計画（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身の状況等

のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービ

ス内容を定めた通所リハビリテーション計画を作成します。 
医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機

関から退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画

の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテー

ション計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーショ

ンの情報を把握します。 

利用者居宅への送迎 

事業者が所有する自動車により、利用者の居宅と事業所まで

の間の送迎を行います。ただし、道路が狭いなどの事情によ

り、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助

により送迎を行うことがあります。 

日常生活

上の世話 

食事の提供及び

介助 

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行いま

す。 
また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行いま

す。 

入浴の提供及び

介助 

入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴（全身

浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行い

ます。 

排せつ介助 
介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行

います。 

更衣介助 
介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行

います。 

移動･移乗介助 
介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の

介助を行います。 
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服薬介助 
介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬の

お手伝い、服薬の確認を行います。 

リ ハ ビ

リ テ ー

ション 

日常生活動作を

通じた訓練 
利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日

常生活動作を通じた訓練を行います。 
レクリエーショ

ンを通じた訓練 
利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌

唱、体操などを通じた訓練を行います。 

器具等を使用し

た訓練 

利用者の能力に応じて、理学療法士、作業療法士（以下「理

学療法士等」という。）が専門的知識に基づき、器械・器具等

を使用した訓練を行います。 

その他 創作活動など 
利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活動等の場

を提供します。 
 

（２）費用について 

 ①通所リハビリテーションの自己負担額（地域区分２級地 １単位＝１０.８８円） 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度と利用時間によって利用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です。） 

 単 位 自己負担 1割 自己負担２割 自己負担３割 

１時間以上２時間未満 

要介護１ ３６９単位 ４０２円 ８０３円 １，２０５円 

要介護２ ３９８単位 ４３３円 ８６６円 １，２９９円 

要介護３ ４２９単位 ４６７円 ９３４円 １，４０１円 

要介護４ ４５８単位 ４９９円 ９９７円 １，４９５円 

要介護５ ４９１単位 ５３５円 １，０６９円 １，６０３円 

２時間以上３時間未満 

要介護１ ３８３単位 ４１７円 ８３４円 １，２５１円 

要介護２ ４３９単位 ４７８円 ９５６円 １，４３３円 

要介護３ ４９８単位 ５４２円 １，０８４円 １，６２６円 

要介護４ ５５５単位 ６０４円 １，２０８円 １，８１２円 

要介護５ ６１２単位 ６６６円 １，３３２円 １，９９８円 

３時間以上４時間未満 

要介護１ ４８６単位 ５２９円 １，０５８円 １，５８７円 

要介護２ ５６５単位 ６１５円 １，２３０円 １，８４５円 

要介護３ ６４３単位 ７００円 １，３９９円 ２，０９９円 

要介護４ ７４３単位 ８０９円 １，６１７円 ２，４２５円 

要介護５ ８４２単位 ９１６円 １，８３２円 ２，７４８円 

４時間以上５時間未満 

要介護１ ５５３単位 ６０２円 １，２０４円 １，８０５円 

要介護２ ６４２単位 ６９９円 １，３９７円 ２，０９６円 

要介護３ ７３０単位 ７９５円 １，５８９円 ２，３８３円 

要介護４ ８４４単位 ９１９円 １，８３７円 ２，７５５円 

要介護５ ９５７単位 １，０４２円 ２，０８３円 ３，１２４円 

５時間以上６時間未満 

要介護１ ６２２単位 ６７７円 １，３５４円 ２，０３１円 

要介護２ ７３８単位 ８０３円 １，６０６円 ２，４０９円 

要介護３ ８５２単位 ９２７円 １，８５４円 ２，７８１円 

要介護４ ９８７単位 １，０７４円 ２，１４８円 ３，２２２円 

要介護５ １，１２０単位 １，２１９円 ２，４３７円 ３，６５６円 

６時間以上７時間未満 

要介護１ ７１５単位 ７７８円 １，５５６円 ２，３３４円 
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要介護２ ８５０単位 ９２５円 １，８５０円 ２，７７５円 

要介護３ ９８１単位 １，０６８円 ２，１３５円 ３，２０２円 

要介護４ １，１３７単位 １，２３７円 ２，４７４円 ３，７１１円 

要介護５ １，２９０単位 １，４０４円 ２，８０７円 ４，２１１円 

７時間以上８時間未満 

要介護１ ７６２単位 ８２９円 １，６５８円 ２，４８７円 

要介護２ ９０３単位 ９８３円 １，９６５円 ２，９４８円 

要介護３ １，０４６単位 １，１３８円 ２，２７６円 ３，４１４円 

要介護４ １，２１５単位 １，３２２円 ２，６４４円 ３，９６６円 

要介護５ １，３７９単位 １，５０１円 ３，００１円 ４，５０１円 

 
■ その他加算料金（＊は加算の対象者のみです。） 

内 容 単 位 自己負担１割 自己負担２割 自己負担３割 

＊入浴介助加算（Ⅰ） 
入浴介助を適切に行うことができ

る人員及び設備を有して、入浴介

助を行う場合 
４０単位 ４４円 ８７円 １３１円 

＊入浴介助加算（Ⅱ） 
同加算(Ⅰ)の要件に加え、医師等

が当該利用者の居宅を訪問し、

浴室における当該利用者の動作

及び浴室の環境を評価し、身体

の状況や居宅の浴室の環境等を

踏まえた個別の入浴計画を作成

し、その入浴計画に基づき個浴

その他の利用者の居宅の状況に

近い環境にて入浴介助を行う場

合 
 

６０単位 ６６円 １３１円 １９６円 

＊リハビリテーションマネジメント加算（イ） 
医師も参加のリハビリテーション

会議を定期的に開催し、リハビリ

テーション計画を作成・見直しを

行い、当該計画等の内容について

作成に関与した理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が利用者等

に説明を行い同意を得るととも

に、説明した内容について医師へ

報告すること。 

６月以内 
５６０単位／ 

月 
６１０円 １，２１９円 １，８２８円 

６月超 
２４０単位／ 

月 
２６２円 ５２３円 ７８４円 

＊リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 
同加算（イ）の要件に加え、当該

計画等の内容を厚生労働省に提出

し、リハビリテーションの提供に

当たって、当該情報その他リハビ

リテーションの適切かつ有効な実

施のために必要な情報を活用して

いること。 

６月以内 
５９３単位／月 

６４６円 １，２９１円 １，９３６円 

６月超 
２７３単位／月 

２９７円 ５９４円 ８９１円 
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医師も参加のリハビリテーション

会議を定期的に開催し、リハビリ

テーション計画を作成・見直しを

行い、当該計画等の内容について

医師が直接利用者等に説明を行い

同意を得ること 

２７０単位 ２９４円 ５８８円 ８８２円 

＊短期集中個別リハビリテーション実施加算 
利用者に対して、その退院（所）

日又は認定日から起算して３月以

内の期間に、個別リハビリテーシ

ョンを集中的に行った場合 
 

１１０単位 １２０円 ２４０円 ３５９円 

＊若年性認知症利用者受入加算 
若年性認知症の利用者に対し、通

所リハビリテーションを行った場

合 
 

６０単位 ６６円 １３１円 １９６円 

＊口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 
利用者の口腔の健康状態及び栄養

状態について確認を行い、当該情

報を担当の介護支援専門員に提供

している場合  

２０単位／回 ２２円 ４４円 ６６円 

 科学的介護推進体制加算 
利用者ごとの ADL 値、栄養状

態、口腔機能、認知症の状況そ

の他の利用者の心身の状況等に

係る基本的な情報を厚生労働省

に提出し、サービスの提供に当

たって当該情報その他サービス

を適切かつ有効に提供するため

に必要な情報を活用している場

合 

４０単位／月 ４４円 ８７円 １３１円 

＊重度療養管理加算 
要介護３から５の利用者であっ

て、厚生労働大臣の定める状態に

あるものに対して計画的な医学的

管理のもと、通所リハビリテーシ

ョンを行った場合 

１００単位／日 １０９円 ２１８円 ３２７円 

＊送迎未実施減算 
利用者の居宅と施設間の送迎を行

わない場合 
  

－４７単位 
(片道につき) 

－５２円 －１０３円 －１５４円 

 サービス提供体制強化加算Ⅰ 
介護職員総数の内、介護福祉が 

７０％以上か、または勤続１０年

以上の介護福祉士が２５％以上で

ある場合 
 
  

２２単位／日 ２４円 ４８円 ７２円 



7 
 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 
介護職員の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県に届け

出た事業所が利用者に対し、通所

リハビリテーション行った場合 

所定単位の８．３％に相当する単位数 

感染症又は災害発生による利用者数の減少が生じている場合の取り扱い（感染症災害加算） 
都道府県に届け出た事業所にお

いて、感染症又は災害（厚生労

働大臣が認めるものに限る）の

発生を理由とする利用者数の減

少が一定以上生じている場合。

（新型コロナ感染症も含む。） 

基本報酬の３．０％に相当する単位数 
 
 

 

 

 

②介護予防通所リハビリテーションの自己負担額（地域区分２級地 １単位＝１０.８８円） 

（要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。以下は１月あたりの自己負担 
分です。）  

 単 位 自己負担１割 自己負担２割 自己負担３割 
要支援１ ２，２６８単位 ２，４６８円 ４，９３５円 ７，４０３円 
要支援２ ４，２２８単位  ４，６００円 ９，２００円 １３，８００円 

 
 
 
 
 
■その他加算料金（＊は加算の対象者のみです。） 

内 容 単 位 自己負担１割 自己負担２割 自己負担３割 
＊若年性認知症利用者受入加算 
若年性認知症の利用者に対

し、介護予防通所リハビリ

テーションを行った場合 
２４０単位 ２６２円 ５２３円 ７８４円 

＊口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 
利用者の口腔の健康状態及

び栄養状態について確認を

行い、当該情報を担当の介

護支援専門員に提供してい

る場合 

２０単位／回 ２２円 ４４円 ６６円 

科学的介護推進体制加算 

利用者ごとの ADL 値、栄養

状態、口腔機能、認知症の

状況その他の利用者の心身

の状況等に係る基本的な情

報を厚生労働省に提出し、

サービスの提供に当たって

当該情報その他サービスを

適切かつ有効に提供するた

めに必要な情報を活用して

いる場合 

４０単位／月 ４４円 ８７円 １３１円 
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 サービス提供体制強化加算Ⅰ 

介護職員総数の内、介護福祉

が７０％以上か、または勤続

１０年以上の介護福祉士が

２５％以上である場合 
 

要支援１ 
８８単位／月 

９６円 １９２円 ２８８円 

要支援 2 
１７６単位／月 

１９２円 ３８３円 ５７５円 

 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
介護職員の賃金の改善等を

実施しているものとして都

道府県に届け出た事業所が

利用者に対し、介護予防通

所リハビリテーション行っ

た場合 

所定単位の８．３％に相当する単位数 

 

 

 

９  その他自費   

①  食費                                                                ７００円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いいただきます。 
当日のご利用者様都合によるキャンセルの場合は全額ご負担いただきます。 

② 日常生活品費／１日（ご希望のあった品物のみ：単品扱い）          実 費 

ご利用者様のご希望によりご使用なられた日用品類の実費分のお支払いとなり業者へのお支払いとなり

ます。 

③ 教養娯楽費／１日                                                      実 費 

ご利用者様のご希望による倶楽部や趣味活動で使用する材料費の実費分をご請求させていただきます。 

④ 理美容代                                                          ３,０００円～ 

理美容実施時間は通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）利用時間から差し引きま

す。 

⑤ おむつ代                                                              実 費 

  ご利用者様の身体の状況により、おむつの利用が必要な場合に、施設で用意するものをご利用いただく場

合にお支払いいただきます。また通所ご利用中に使用されたおむつ等の廃棄の処分料及び下用タオル代も

ご利用いただく場合にはお支払いただきます。 

⑥ 嗜好品代                                                        １２０円／（税別） 

      申込みにより用意させていただいた場合にお支払いいただきます｡ 

⑦ 通信費                                  実 費 

⑧ その他の費用                               実 費 

各種予防接種料金、文書の発行料等がありますが、担当者にご相談下さい。 
  

１０ 利用料等のお支払い方法 

翌月の１０日前後に請求書を発行いたしますので、その月の月末までにお支払い下さい。支払い 

方法は現金（ご利用時に職員手渡しも可能）、銀行振込、口座振替、現金書留の４方法があります。

お支払いいただきますと領収書を発行いたします（銀行振込、口座振替、現金書留の場合には次月

請求書送付時に同封いたします）。 

 

１１ 通所サービスが提供できない場合 
①  通院・入院しての医療・治療、または自宅療養が適切と判断された場合  
②  事業所として適切なサービスを提供することが困難な場合  
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１２ 契約終了になるとき 

① 利用者、家族のご都合で利用を終了される場合は事前にお申し出下さい。 

② 自動終了 以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

 イ． 利用者が介護保険施設等に入所した場合 (例えば、介護老人福祉施設、老人保健施設、療養型

病床施設) 
 ロ． 介護保険給付で、サービスを受けていた利用者の要介護度認定区分が、「非該当（自立）」と認

定された場合 ＊この場合、所定の期間（要介護度認定期間）をもって利用の終了をしていた

だくことになります。 
 ハ． 利用者がお亡くなりになった場合  

③ その他の契約の終了  
イ． 利用者が、サービス利用料金の支払いを、３ヵ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず、相当期間以内に支払わない場合、または利用者やご家族などが、事業者や事業者の

使用する従業者、または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの生命・身体・財物・信

用等を傷つけ、または著しい不信行為をおこなった場合。  
ロ．やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了していただく場合 
 

１３ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘

密の保持について  

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について

「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策

定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取

り扱いに努めるものとします。 
② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」とい

う。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者又

はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らし

ません。 
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約

が終了した後においても継続します。 
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び

従業者でなくなった後においても、その秘密を保持す

るべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  

② 個人情報の保護について  

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を

用いません。また、利用者の家族の個人情報について

も、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会

議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 
② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含

まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含

む。）については、善良な管理者の注意をもって管理

し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するもの

とします。 
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応

じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報

の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞な

く調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正

等を行うものとします。(開示に際して複写料などが

必要な場合は利用者の負担となります。)  
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１４ 施設の利用にあたっての留意事項 

通所リハビリテーション従業者はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 
① 医療行為（ただし、医師が行う場合を除くほか、看護職員、理学療法士等が行う診療の補助行為を除

く。） 
② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 
③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 
④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除く） 
⑤ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 
１５ 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連

絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

 

１６ ハラスメントに関する基本方針 
介護保険法等の関係法制に基づき、介護を提供しますが、関係法令に定められた以上のサービス提供は

行いません。また利用者及びその家族等から職員へ向けられたハラスメント行為については、医療・介

護現場の権利侵害として捉え、厳正に対処させていただきます。 
サービスのご利用に当たっては、職員の心身に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為は行わない

でください。 
職員に対する暴力又は暴言その他の著しい迷惑行為は行わないでください。 
上記に掲げる行為が続きサービス提供が困難になった場合及び、ハラスメント行為があると当施設が判

断した際には、厚生労働省推奨のガイドラインに基づき、行政、地域包括支援センター、警察署等と連

携を取り、介護サービスの提供を中止いたします。 
 
 サービス現場におけるハラスメントの定義と具体例 
① 身体的暴力  

 身体的な力を使って危害を及ぼす行為（職員が回避したため危害を免れたケースを含む） 
・コップを投げつける・蹴られる・手を払いのける・たたかれる・手をひっかく、つねる・首を絞

める・唾を吐く・服を引きちぎられる 
② 精神的暴力 

 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 
・大声を発する・サービスの状況をのぞき見する・怒鳴る・気に入っている職員以外に批判的な言

動をする・威圧的な態度で文句を言い続ける・刃物を胸元から ちらつかせる・「この程度でき

て当然」と理不尽なサービスを要求する・家族が利用者の発言をうのみにし、理不尽な要求をす

る・利用料金を数か月滞納し、請求しなかった施設にも責任があると支払いを拒否する 
③ セクシャルハラスメント 

 意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 
・必要もなく手や腕をさわる・抱きしめる・女性のヌード写真を見せる・入浴介助中、あからさま 
に性的な話をする・卑猥な言葉を繰り返す・サービス提供に無関係に下半身を見せる 

 
１７ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、利 
用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。その際に医療機関 
の的確な情報提供を行うために救急医療情報管理シートの提出を行います。また必要に応じて市へ 
の報告を行います。 

 
 １８ 災害発生時の対応について 
   災害発生時は防災計画および BCP に沿って対応します。送迎者の走行が可能で利用者自宅に外見上 
   大きな損傷が見当たらない場合は家族と連絡が取れなくても自宅に送迎を行うことを基本とします。 
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 １９ 虐待の防止について 
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。 
①虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 (通所リハビリテーション科 科長 久保 英司) 

②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図

っています。     
③虐待防止のための指針の整備をしています。 
④従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 
⑤サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による 

 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 
 

２０ 身体的拘束等について 
事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある

場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)～(3)の要

件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要 小限の範囲内で身体的拘束等を

行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観

察並びに検討内容についての記録し、５年間保存します。 
また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 切迫性･･････直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及

ぶことが考えられる場合。 
（2） 非代替性････身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。 
（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身

体的拘束等を解く場合。 
 

２１ サービス提供の記録 
① 指定通所サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供し

た日から 5 年間保存します。 
② 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することがで

きます。 
 
２２ 非常災害対策 
① 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。 
② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それら

を定期的に従業員に周知します。 
③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：毎年２回 春・秋 
 ④③の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 
 
２３ 衛生管理等 
①指定通所リハビリの用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に

努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 
②必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 
③事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

  1）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１

回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 
  2）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 
  3) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 
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２４ 業務継続計画の策定等について 
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所リハビリの提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継

続計画に従って必要な措置を講じます。 
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 
２５ 褥瘡対策等 

 当事業所は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような

適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針（別添）を定め、その発生を防止するための体制を整備する。 

 

２６ サービス内容に関する苦情相談窓口 

 窓口     家族相談室 

 利用時間 月～金曜日（９：００～１７：００） 

     

   社会福祉法第８２条の規定により、本事業所ではご利用者様からの苦情に適切に対応する体制を整えるこ

ととしました。本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者を設置し、苦情解決に努めることと  

します。苦情は面接、電話、書面により苦情受付担当者が随時受け付けます。苦情受付担当者が受け付け

た苦情を苦情解決責任者に報告します。苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に  

努めます。 

 

＜地域行政窓口、国保連合会苦情窓口の紹介＞ 

   

 本事業者で解決できない苦情は下記の介護サービスに関する苦情相談窓口に申し出ることができます。 

    

   ◎町田市役所 いきいき健康部 介護保険課   電話番号 ０４２－７２１－０９１２ 

 

   ◎東京都国民健康保険団体連合会  

東京都国保連合会苦情相談窓口専用    電話番号 ０３－６２３８－０１７７ 

                    ９：００～１７：００（土・日・祝日を除く） 


